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・福祉センター　１か所

・介護予防拠点　４か所

・区立高齢者在宅サービスセンター　８か所
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・区立高齢者在宅サービスセンター　８か所

・なごやかクラブ

　　回数　40 回　実人員　20 人

・ふれあいクラブ

　　回数　40 回　実人員　15 人

・認知症予防プログラム

　区立高齢者在宅サービスセンター　４か所

・脳の健康教室

　区立高齢者在宅サービスセンター　４か所
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　要支援者が居宅において、介護福祉士等から介護予

防を目的とした食事、入浴、排せつ等の介護その他の

日常生活上の支援を受けることによって心身機能の維

持回復を図る。

　・利用者数　延 　15,649人

　要支援者が居宅において、介護予防を目的とした入

浴の介護を受けることによって、身体の清潔保持と心

身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延 　56人

　・利用回数　延　242回

　要支援者が居宅において、介護予防を目的とした療

養生活の支援を受けることによって、心身機能の維持

回復を図る。

　・利用者数　延　1,406人

　・利用回数　延　5,368回

　要支援者が居宅において、一定期間にわたり介護予

防を目的とした理学療法、作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを受けることによって、心身機能の維

持回復を図る。

　・利用者数　延 　6人

　・利用回数　延　41回
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　在宅の要支援者が介護予防を目的として、病院等の

医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理及び指

導を受けることによって、心身機能の維持・向上を図る。

　・利用者数　延　1,116 人

　在宅の要支援者が、高齢者在宅サービスセンター等

に通い、当該施設において一定期間にわたり介護予防

を目的とした日常生活上の支援及び機能訓練を受ける

ことによって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延 　4,823 人

　在宅の要支援者が介護老人保健施設、病院、診療所

等に通い、当該施設において一定期間にわたり介護予

防を目的とした理学療法、作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを受けることによって、心身機能の維

持回復を図る。

　・利用者数　延　  765 人

　・利用回数　延　4,316 回

　在宅の要支援者が特別養護老人ホーム、高齢者在宅

サービスセンター等に短期入所し、一定期間にわたり

介護予防を目的として食事、入浴、排せつ等の介護そ

の他の日常生活上の支援及び機能訓練を受けることに

よって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延  　213 人

　・利用日数　延　1,276 日
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　在宅の要支援者が介護老人保健施設、介護療養型医

療施設等に短期入所し、一定期間にわたり介護予防を

目的として看護、医学的管理の下における介護及び機

能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を受ける

ことによって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　  113人

　・利用日数　延　  859日

　有料老人ホーム等の特定施設に入居している要支援

者が、介護予防を目的として施設から計画に基づいて

提供される食事、入浴、排せつ等の介護その他の日常

生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を受けるこ

とによって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　432人

　在宅の要支援者が、介護予防に資する福祉用具の貸

与を受け、これを利用することによって生活機能の維

持・改善を図る。

　・利用者数　延　5,964人

　在宅の要支援者が、貸与になじまない介護予防に資す

る入浴又は排せつ等に使用する福祉用具を購入し、これ

を利用することによって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　241人

　在宅の要支援者が、介護予防を目的とした住宅改修

を行うことによって、心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　299人　
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　在宅の要支援者が、介護予防に資するサービス等を

適切に利用できるように、地域包括支援センター（介

護予防支援事業所）の保健師等が介護予防サービス計

画を作成し、その計画に基づくサービスの提供が確保

されるように事業者等との連絡調整等を行うことによ

って自立支援を図る。

　・利用者数　延　20,736人

介護予防認知症対応型通所介護

　認知症の在宅要支援者が、高齢者在宅サービスセン

ター等に通い、当該施設において一定期間、日常生活

上の支援及び機能訓練を受けることによって、心身機

能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　 120人

　・利用回数　延　 972回

介護予防小規模多機能型居宅介護

　在宅の要支援者が自己の選択に基づき居宅又は介護

サービス拠点に通い、若しくは短期間宿泊し、日常生

活上の支援及び機能訓練を受けることによって、心身

機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　96人

介護予防認知症対応型共同生活介護

　認知症の要支援者が共同生活を営む住居において日

常生活上の支援及び機能訓練を受けることによって、

心身機能の維持回復を図る。

　・利用者数　延　36人

P. 65
～ 66
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　病院、診療所又は介護老人保健施設の理学療法士、

作業療法士が要介護者の家庭を訪問して、心身の機能

の維持回復を図り日常生活の自立を援助するため、理

学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを

行って在宅生活への支援を図る。

　・利用者数　延　　266 人　

　・利用回数　延　　985 回
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P. 48 ～ 52 P. 65 ～ 66
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・福祉サービス利用援助事業

16 件

・財産保全管理サービス   10 件

・成年後見制度利用支援   102 件

・法律相談   30 件

・区民向け講演会の開催

1回

・関係職員向け研修会の開催

2回

・区長申立て   3 件

（平成１２年度からの累計）

　 高齢者が家庭や地域、企業などで豊かな経験と知識、技能をいかして更

にいきいきと生活できるよう区民への啓発を図ります。また、介護が必要な

高齢者、ひとり暮らしの高齢者が安心して暮らしていけるよう、介護予防や

介護保険制度など様々な高齢者施策の普及・啓発のため、国や東京都と連携

して行うキャンペーンなども活用してサービスを必要とする人に必要な情報

が届くよう努めます。
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　高齢者や障害のある人等が、住み慣れた地域社会の

中において、充実した在宅生活が送れるよう、より一

層ニーズに即したサービス提供を行っていく。

　住民参加型在宅福祉サービスの推進は、サービス提

供者である協力会員の確保が最も重要となることか

ら、介護保険制度の改正による影響等も踏まえ、協力

会員の増加を図る。

　・利用会員　　200 人増（２０年度末）

　・協力会員　　100 人増（２０年度末）

P. 61 ～ 64
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・平成１６年１２月事業開始

　地域の在宅介護支援センター

を中心に、関係協力機関との連

携の構築を図っている。

P. 64
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P. 46 ～ 52

45




